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30年の第1回区議会定例会は2月21日に開会し、30年度一般会計予算案や各種議案を審議しています。
開会にあたり、濱野区長は、区政運営の基本方針と施策について所信を表明しました。

30年度は、21年度からスタートした長期基本計画の最終年であり、その集大成の年です。この10年は、
世界的な経済不況や東日本大震災の発生、二度の政権交代、さらにオリンピック・パラリンピックの東京
での開催決定など、区を取り巻く社会経済環境は大きく、想像を超える速さで変化しました。そうした状況
において、区は長期基本計画の実現が区民生活の向上や区の発展につながるものと考え、協働の推進を
はじめ、地域のにぎわいづくりや子育て・学校教育、福祉の充実、まちづくりなど、計画に掲げる施策を
着実に進めてまいりました。これまでの実績、成果を踏まえ、長期基本計画の総仕上げとして計画達成に
向け最大限の努力を行っていきます。また、新たな課題の解決に向け、積極果敢に施策を進めていきます。

○施政方針の全文は、区ホームページでご覧いただけます。

長期基本計画の集大成、そして未来を見据え
課題解決に向けて積極果敢に施策を推進

30年度
施政方針

品川区民まつり

しながわ中央公園拡張部開園記念イベント

クロモンこども食堂

スタンドパイプ訓練

子どもたちのアイデアを生かした東品川公園

大崎駅西口バスターミナル

品川区民芸術祭 上大崎特別養護老人ホーム

義務教育学校  日野学園

区内一斉防災訓練

だれもが輝く
にぎわい都市

未来を創る
子育て・教育都市

みんなで築く
健康・福祉都市

次代につなぐ
環境都市

暮らしを守る
安全・安心都市

30年度予算案として編成した主な項目については、2・3ページで紹介しています。
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だれもが輝くにぎわい都市
　区の最大の協働のパートナーとして地域で様々な活動をしていただいている町会・自治会
の活動の支援を強化していきます。30年度は、地域の中で際立って活発な活動を行ってい
る町会・自治会を「トップランナー」として認定し、事業経費に対し補助を行います。また、
町会会館を所有していない町会・自治会に対して、会議室の使用料の一部を補助し安定した
活動基盤の確保に向けた支援をしていきます。
　産業への支援として、29年度から実施している事業承継支援にて設備更新にかかる費用
も助成することで経営の安定化に向けた支援をしていきます。また、働き方改革を進めるた
めに、中小企業への啓発をはじめ、一定の実績が出た事業者には奨励金を交付し、区内中
小企業の取り組みを支援します。
　都市型観光の推進では、28年に策定した都市型観光プランに基づき、品川ならではの観
光振興を進めています。30年度は外国人来訪者向けのマナーブックと、受け入れる側へのお
もてなしブックを作成し、文化や風習の違いへの理解やトラブルの防止に役立てます。また、
区外の多くの方に品川の魅力を知ってもらうため、
都内の大型街頭ビジョンなどを利用した動画放映な
ど、幅広く発信します。さらに、観光大使シナモロー
ルのイベント開催やグッズ製作をはじめ、道案内タ
イルやマンホールカード作成のほか、「（仮称）しなが
わ観光大使館」をスクエア荏原の中に設置し、荏原
地区の観光発信拠点とします。
　文化、芸術の振興では、文化芸術団体を中心に「品
川区文化芸術振興協議会」を設置し、文化芸術の資
源や情報の共有、団体間の連携促進を進めていきま
す。

長期基本計画の五つの都市像の実現に向けて

●町会・自治会への支援の拡充 ………………………… 16,048千円
●中小企業の事業承継設備投資支援 …………………… 40,003千円
●中小企業の社会貢献製品を支援 ……………………… 13,006千円
●商店街の街路灯LED化を支援 ………………………… 40,500千円
●観光マナーブック・おもてなしブックの作成 ……… 11,740千円
●（仮称）しながわ観光大使館開設 …………………… 47,000千円
●明治維新150周年関連事業 …………………………… 26,353千円
●シェアサイクル区内全域展開 ………………………… 81,400千円
●東京2020大会　機運醸成に向けた取り組み ……… 91,679千円
●障害者スポーツを身近に ……………………………… 8,234千円
●文化・スポーツフェスティバル in スクエア荏原 …… 34,089千円

30年度予算の主な項目（案）

「東京2020公認オリンピアード」として
開催された「品川薪能」

しながわ観光大使 "シナモロール "
©1976, 2018 SANRIO CO., LTD. 　APPROVAL NO. G583359

未来を創る子育て・教育都市
　待機児童対策は喫緊の課題であり、22年度からの8年間で5,507人の受け入れ拡大をしま
した。30年度は、過去最大規模の1,557人の定員増を実施します。また、しながわネウボラ
ネットワークでは、妊娠期からの相談業務における助産師の増員や東京医療保健大学や助産
師会との協働による訪問型の産後ケア事業を新たに実施します。奨学金の貸付事業も制度
を見直し、在学応援資金の創設や地域活動への参加実績などを要件に返還免除制度を設け
るなど、幅広く利用できるようにします。
　学校教育の推進では、地域と学校が協力しながら教育を進める品川コミュニティ・スクー
ルを、28年度からスタートし30年度に全校展開。特別な配慮が必要な子どもたちも安心し
て在籍校で授業が受けられるよう特別支援教室を全
校展開します。また、新入学学用品を、新1年生・7
年生に入学や進級の前に支給できるようにするとと
もに増額を行います。さらに、事務補助を行うスクー
ルサポートスタッフを配置するなど、学校における
働き方改革を推進します。青少年の育成では、子ど
も・若者の社会的自立のための相談拠点を設置し、
支援を進めていきます。
　30年度は「人権尊重都市品川宣言」制定から25
年目の節目であり、この趣旨を改めて広く普及でき
るよう取り組みます。

30年度予算の主な項目（案）
●私立保育園等の新規開設支援 ………………………4,266,038千円
●新規開設園の空きスペースでの1歳児受け入れ ………193,104千円
●認可外保育施設保育料助成制度の拡大 ……………… 18,080千円
●児童相談所の開設に向けた体制強化 ………………… 12,943千円
●訪問型産後ケア事業の新設 …………………………… 12,244千円
●子ども食堂の開設・運営支援 ………………………… 10,261千円
●高校生の在学応援資金の創設 ………………………… 7,680千円
●子ども・若者のための相談拠点づくり ……………… 17,631千円
●品川コミュニティ・スクールの推進 ………………… 86,937千円
●新入学学用品費の増額と支給時期前倒し …………… 65,573千円
●教職員の働き方改革「しながわ働き方ルネサンス」 … 29,250千円
●オリンピック・パラリンピック教育の推進 ………… 22,850千円
●小学校と幼稚園の改築 ………………………………6,389,326千円

品川区オリンピック・パラリンピック学習教材
「ようい、ドン！しながわ」を活用した授業
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みんなで築く健康・福祉都市
　健康づくりの支援として、新たに健康ポイント事業をスタートします。健康づくりに無関
心な方に向け、楽しく健康になれるよう運動を始めるきっかけや継続する動機付けとなる、
インセンティブのあるしくみです。高齢者福祉では、民間の特別養護老人ホームの31年度
開設に向けた支援を行い、利用枠の拡大を図っていきます。認知症への対策では、区立図書
館での認知症カフェやサポーター養成講座実施など、多様な啓発を図っていきます。また、
平塚シルバーセンター跡に高齢者だけでなく多世代が交流できる「ゆうゆうプラザ」を開設
し、ポップンルーム・オアシスルームなど子育て支援事業も行います。障害者福祉では、障
害者のライフステージを通して総合的、継続的な支援を行う、障害児者総合支援施設の31
年度開設に向けて準備を進めていきます。その他にも、移動支援の拡充、紙おむつの支給
対象の拡大など、支援の充実を図っていきます。
　やさしいまちづくりの観点では、まちのバリアフ
リー化を進めるため、大井町駅と旗の台駅周辺にお
いて、障害者の方などとともにまちの状況を確認しな
がら、バリアフリー計画を策定しました。現在は、こ
の計画に基づき、鉄道事業者や商業施設なども含め、
バリアフリー化を進めています。30年度は、「地域福
祉計画」と「品川区すべての人にやさしいまちづくり
推進計画」を統合・策定し、次代の地域福祉の基礎
としていきます。

30年度予算の主な項目（案）
●「健康ポイント制度」導入 ……………………………… 28,848千円
●胃がん内視鏡検診の導入 ……………………………… 56,304千円
●一般・特定不妊治療費の助成 ………………………… 57,793千円
●軽度認知症対応プログラムの作成 …………………… 3,312千円
●高齢者を支援する図書館づくり ……………………… 1,331千円
●民間賃貸住宅居住高齢者の生活支援サービス ……… 9,000千円
●高齢者多世代交流施設「平塚ゆうゆうプラザ」新設 … 256,475千円
●医療的ケアの必要な障害児者・介護者への支援 …… 9,535千円
●品川区地域福祉計画の策定 …………………………… 17,463千円
●オリンピック会場周辺のバリアフリー化 …………1,072,900千円

　現在、「品川区環境計画」をはじめとする環境に係る三計画を統合・改訂しているところで
す。それを広く示し、区の環境対策を区民の方々とともに推進していきます。
　30年度は、環境啓発や情報発信の拠点として、体験型の環境学習施設の検討を開始します。
環境問題について、見て、感じて、体感できる施設として工夫を凝らしていきます。
　区にある266の公園は、区民にとって大切な施設です。今後は、東京2020大会の開催も
控え、多くの来訪者が見込まれることから、おもて
なしの心も入れながら整備していきます。具体的に
は、天王洲公園を現在ブラインドサッカーの国際試
合が可能なものに整備しています。また、五反田ふ
れあい水辺広場や五反田南公園は、リバーステー
ションと一体的な整備を進め、交通や観光の要所と
します。さらに、池田山公園は、いわゆるパワースポッ
トとしても人気を博しており、整備とあわせ、より
広くその魅力を発信していきます。
　29年度より進めている「おもてなしトイレ」事業
では、30年度は8カ所を新たに整備していきます。

30年度予算の主な項目（案）
●体験型環境学習施設の整備検討 ……………………… 10,900千円
●古紙リサイクルの推進～雑がみ回収 ………………… 5,980千円
●水辺のにぎわいを創出「水辺千本桜計画」 …………… 18,500千円
●五反田水辺が結ぶプロジェクト …………………… 258,200千円
●ヒカリノミズベプロジェクト ……………………… 212,350千円
●区有桟橋の改修 ………………………………………… 22,400千円
●アシナガバチなどハチの巣の駆除 …………………… 7,307千円

次代につなぐ環境都市

障害児者総合支援施設（完成イメージ図）

目黒川の桜

しながわE
エ コ

COフェスティバル

認知症カフェ

　都市基盤の整備は、まちが安全で住みやすくなるだけでなく、新たなまちの活性化に直結
するものです。その地域が持っているポテンシャルをより一層高められるよう、地域の実情
に応じた支援を行っていきます。30年度からは、五反田駅周辺のまちづくりに向けた方針
の検討を開始し、新たな活性化と発展をめざします。
　23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓をもとに、防災対策を常に重点課題として
取り組んできました。25年度から続けている木密地域不燃化10年プロジェクトは、都内で
最大規模であり、区の重要な使命と捉えています。30年度は、その早期実現に向け、改め
て全戸訪問を実施し、周知の徹底を図っていきます。予測困難な局地的集中豪雨などへの
対応としては、浜川雨水排水管建設事業や第二戸越幹線整備事業などを進め、水害の無い
まちをめざしていきます。新規事業として、戸越公園駅周辺では、鉄道立体化も視野に、ま
ちづくりの検討を本格化させていきます。また、住宅・建築物耐震化事業では、進捗がはか
どっていない特定緊急輸送道路沿道建築物などにつ
いて、対象条件や補助内容の見直しを行い、事業を
促進していきます。さらに、災害時の情報発信手段
の複層化の観点から、ケーブルテレビ品川と協力し
てコミュニティFMの開局を行い、拡充に努めます。
地域の安全・安心のため、全区立公園に防犯カメラ
を計画的に設置し、公園の安全・安心を確保すると
ともに、地域の見守りにも役立てていきます。また、
東急大井町線旗の台駅の駅ホーム柵設置に対する助
成も行っていきます。

30年度予算の主な項目（案）
●木造住宅密集地域の不燃化促進 ……………………3,684,627千円
●耐震改修工事費等助成金の拡充 …………………… 267,000千円
●品川のコミュニティFM開局支援
　～災害・行政情報発信を強化 ………………………… 36,208千円
●川のはん濫等の災害想定区域の家庭の
　テレビへ警戒情報を配信 ……………………………… 6,875千円
●防災体験VRの導入 …………………………………… 13,188千円
●災害時の避難体制強化 ………………………………… 44,500千円
●災害時消えない街路灯の設置 ………………………… 68,890千円
●ICT技術を活用した道路舗装点検 …………………… 6,800千円
●防犯カメラ「みまもる君」を公園に設置 …………… 68,625千円

暮らしを守る安全・安心都市

浜川雨水排水管建設工事の様子

防災課イメージキャラクター ジージョくん
（防災の基本理念のひとつ「自助」が名前の由来です）
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金額（千円） 構成比（％）

A

義務的経費 68,881,307 39.5
人件費 26,204,236 15.0 職員の給与・退職金、議員の報酬など

扶助費 41,079,509 23.5 生活保護費、高齢者や障害者への手当、
医療費助成など

公債費 1,597,562 0.9 債権などの償還金

B 投資的経費 48,073,380 27.5 道路・公園・施設の整備や用地取得など

金額（千円） 構成比（％）

C

消費的経費 57,623,313 33.0
物件費 33,233,681 19.0 物品購入、業務委託など
補助費等 10,940,364 6.3 各種助成金や負担金など

繰出金 11,501,311 6.6 国民健康保険、介護保険など特別会計
を支える経費

その他 1,947,957 1.1 施設の維持補修費など

一般会計歳出総額を人件費や物件費などの性質別に分類すると次のようになります

合計（A＋B＋C）=174,578,000千円

一般会計の歳出を　　　　　にたとえると…

◎待機児童対策
◎障害児者総合支援施設建設
◎生活保護費　        　　　　  など

保育園運営、高齢者や障害のある
方などの福祉の充実のために

◎各種がん検診、予防接種
◎ごみ収集、資源リサイクル
◎温暖化対策事業　　　　　　 など

保健衛生や環境対策のために

◎道路・公園整備
◎不燃化10年プロジェクト
◎住宅・建築物耐震化支援　　など

道路・公園などまちづくりや
防災のために

区議会の運営のために

◎学校施設整備費などの償還
など

公共施設の整備などを目的に
借り入れたお金を返すために

◎中小企業・商店街活性化支援
◎中小企業事業資金融資あっせん
◎若者・女性向け就業支援　　 など

商業・ものづくり活性化のために

当初予算案の概要
30年度予算は、長期基本計画の達成に向けた施策と、未来を見据え、「区の魅力を引き出す取り組み」、「健康で暮らし続けられる取り組み」、「持
続的に共助を後押しする取り組み」を強化し、課題解決に取り組む積極予算としました。編成にあたっては、業務執行体制を中心に、事業
の委託化など内容を深く精査しながら見直しを行いました。そして、これまで培ってきた財政力を十二分に活用し、一般会計予算を前年度
比プラス6.1％となる1,745億7,800万円と過去最大のものとし、必要な施策には積極果敢に取り組むものとしました。

30年度当初予算案の財政規模（前年度比）

1,745億7,800万円（6.1％増）

一般会計
379億6,277万3千円（14.2％減）

国民健康保険事業会計
83億4,126万4千円（5.2％増）

後期高齢者医療特別会計
244億7,574万9千円（1.9％減）

介護保険特別会計
15億円（前年同額）

災害復旧特別会計

公債費　15億9,756万2千円
議会費　8億7,015万9千円
予備費　3億円

一般会計
歳入
1,745億
7,800万円

一般会計
歳出
1,745億
7,800万円

特別区税　444億7,912万円

特別区交付金　388億円

分担金及び負担金　34億7,420万3千円
繰越金　30億円
その他　29億4,266万6千円

特別区税　451億8,650万円

国庫支出金　278億6,854万4千円

地方消費税交付金
　87億7,000万円

特別区交付金　406億円

衛生費
　117億6,827万3千円

民生費
　871億1,456万7千円

土木費　323億5,203万1千円

総務費
　176億4,112万5千円

教育費
　200億2,588万5千円

国庫支出金　278億6,854万4千円

都支出金
　154億2,351万7千円
都支出金
　154億2,351万7千円

繰入金
　184億9,535万7千円
繰入金
　184億9,535万7千円

民生費
　871億1,456万7千円

土木費　323億5,203万1千円

総務費
　176億4,112万5千円

教育費
　200億2,588万5千円

諸収入
　46億7,567万9千円

衛生費
　117億6,827万3千円

使用料及び手数料
　41億4,153万4千円

産業経済費
　29億839万8千円

499円民生費

67円衛生費

185円土木費

17円産業経済費

◎文化・スポーツ活動施設の運営
◎品川区民芸術祭
◎町会・自治会の活動支援　　  など

文化観光・スポーツや
生活安全のために

101円総務費

9円公債費

◎一貫教育の推進
◎学校ICT活用
◎学校改築　　　  　　  など

学校教育や図書館などの
運営のために

115円教育費

5円議会費

2円予備費

1,000円

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　人＝対象・定員　￥＝費用・料金　参＝参加方法　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催　 ＝ E-mail　 ＝ホームページ (http://）

区政運営の基本姿勢　区財政における歳入の状況は、地方消費税の清
算基準の見直しにより、特別区全体で約380億円
の減収が見込まれるほか、ふるさと納税の影響も
年々大きくなっています。こうしたことにも対応
できるよう、不断の行財政改革を進めており、10年間で職員数を126人削減す
るとともに、継続した事業の見直しを行ってきました。今後も、社会経済環境の
変化に対応できる健全財政を維持していきます。また、東京一極集中を是正する
ため、国は地方創生を大きく打ち出しています。特別区全国連携プロジェクトを
活用した、新たな都市との連携事業は、地方とともに発展する良いモデルとなり
ました。29年度には全国自治体に呼び掛け、都内では初となるシティプロモーショ
ンサミットを主催し、全国に品川区の魅力を発信しました。

　区民の利便性向上のために20年より開始した日曜
開庁は、来庁者が延べ28万人を超え、区民の方々に
定着してきました。さらに、大井町駅ビル内の商業施
設で期日前投票を開始し、投票の機会を拡げることが

できました。30年度には、目黒駅前に新たなサービスコーナーをオープンさせ、
上大崎地区の行政サービスの拡充を図ります。
　また、職員の働き方改革について、「しながわ～く」と題し、29年度から庁舎
型勤務のシフト化などの取り組みを始めました。30年度は、業務改善の手法の
一つであるビジネス・プロセス・リエンジニアリングにより、業務過程や仕事の
手順の抜本的な見直しを行っていきます。

公債費　15億9,756万2千円
議会費　8億7,015万9千円
予備費　3億円

一般会計
歳入
1,745億
7,800万円

一般会計
歳出
1,745億
7,800万円

特別区税　444億7,912万円

特別区交付金　388億円

分担金及び負担金　34億7,420万3千円
繰越金　30億円
その他　29億4,266万6千円

特別区税　451億8,650万円

国庫支出金　278億6,854万4千円

地方消費税交付金
　87億7,000万円

特別区交付金　406億円

衛生費
　117億6,827万3千円

民生費
　871億1,456万7千円

土木費　323億5,203万1千円

総務費
　176億4,112万5千円

教育費
　200億2,588万5千円

国庫支出金　278億6,854万4千円

都支出金
　154億2,351万7千円
都支出金
　154億2,351万7千円

繰入金
　184億9,535万7千円
繰入金
　184億9,535万7千円

民生費
　871億1,456万7千円

土木費　323億5,203万1千円

総務費
　176億4,112万5千円

教育費
　200億2,588万5千円

諸収入
　46億7,567万9千円

衛生費
　117億6,827万3千円

使用料及び手数料
　41億4,153万4千円

産業経済費
　29億839万8千円
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

　うんどう教室  参加者募集
会場 時間

①特別養護老人ホームロイヤルサニー（西大井2－4－4）　
※施設使用料3,000円が必要 午前10時～11時30分

②鈴ヶ森公園（南大井4－18）
※雨天時は南大井シルバーセンター（南大井3－7－13） 午後2時～3時30分

③京陽公園（平塚2－12） 午前10時30分～正午
④北浜公園（北品川2－28）
※雨天時は福栄会（東品川3－1－8） 午前10時30分～正午

日4月～31年3月の①～③は第２・４金曜日、④は第１・３木曜日（全24回）
※祝日などは日程変更あり。
内うんどう遊具を使用したつまずかない運動など、４つの基本運動
人区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる、現在運動するの
に支障のない65歳以上の方若干名
申3月22日㈭までに、電話で①は春光福祉会☎5743－6111、②③は高齢
者地域支援課介護予防推進係☎5742－6733、④は東品川在宅サービスセ
ンター☎5479－2946へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

　わくわくクッキング  参加者募集
教室名 日時 会場 申込先

①
八潮

5月8日～7月10日の
火曜日午前10時～正午
（全10回）

八潮区民集会所
（八潮5－10－27）

品川栄養士会☎070－6657－
6875（祝日を除く月～金曜日
午前9時～午後5時）

②
平塚橋

5月10日～7月12日の
木曜日午前10時～正午
（全10回）

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

みんなの食育☎6674－1803
（火曜日を除く午前10時～午後
5時）

③
北品川

4月7日～9月22日の
隔週土曜日午前10時30
分～午後2時（全10回）

北品川わくわくクッ
キング教室
（北品川1－23－10）

ライフケアーサービスセンター
☎3471－3883（日曜日・祝日
を除く午前9時～午後5時）

④
荏原

5月11日～7月13日の
金曜日午前10時～正午
（全10回）

荏原文化センター
（中延1－9－15）

長寿社会文化協会☎5405－
1501（祝日を除く月～金曜日
午前10時～午後5時）

人区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる65歳以上の方
①④各16人、②12人、③24人（抽選）
￥各2,000円（材料費別）
申3月23日㈮までに、本人が電話で各申込先へ　※1人1会場のみ。
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

シニアクラブ

キッズクラブ
　ぜん息児水泳教室　電子

日5月12日㈯、6月2日㈯・9日㈯・16日㈯・30日㈯午後1時～3時（全5回）
場豊葉の杜学園温水プール（二葉1－3－40）
内医師・看護師による健康チェックのもとでの水泳、医師による保護者向け講義（初日のみ）、個人面談（希望者のみ）
人区内在住で、5歳～小学6年生のぜん息児50人（事前アンケートにより選考）
申問4月3日㈫（必着）までに、はがきかFAXで教室名、参加者の氏名（ふりがな）・生年月日、保護者の住所・氏名・
電話番号を健康課公害補償係（〠140－8715品川区役所☎5742－6747 Fax5742－6883）へ　
※後日事前アンケート用紙を送付します。提出には主治医に参加許可を得ていることとお薬手帳のコピーの添付が必要です。
※年齢・学年は4月現在。

　ひとり親家庭　新入学お祝い会

日4月15日㈰午後2時～4時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人ひとり親家庭の小学・中学・高校新1年生と親・兄
弟姉妹　
※軽食・記念品あり。
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申問3月16日㈮までに、電話で子ども家庭支援課ひと
り親相談担当（☎5742－6589 Fax5742－6387）へ

　高齢者外出習慣化事業　南品川・東品川・大井林町・平塚橋　4～9月（全6回）
月1回、手作りの食事を楽しみながら交流します。ミニ講話やミニ体操なども行います。
人区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる65歳以上の方各15人（抽選）
￥各2,400円
申問3月23日㈮までに、はがきかFAXに「外出習慣化」とし、番号、住所、氏名、
電話番号を高齢者地域支援課介護予防推進係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6733 Fax5742－6882）へ　※1人1会場のみ。

日時 会場
①第2金曜日午前11時30分～午後1時 南品川シルバーセンター（南品川5－10－3）
②第4金曜日正午～午後1時30分 東品川シルバーセンター（東品川3－32－10）
③第3火曜日午前11時30分～午後1時 大井林町高齢者住宅（東大井4－9－1）
④第2火曜日午前11時30分～午後1時 平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）

品川区地域貢献ポイント事業
※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

品川ボランティアセンター （☎5718－7172 Fax5718－7170）
高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

ボランティア募集

●利用者活動支援　ポ
障害者施設で散歩などの補助をし
ます。
日月1回　1時間～（月～金曜日）
10:30～11:30　13:30～15:00
場西大井福祉園（西品川5）
●配膳・下膳など　ポ
高齢者施設で食事の配膳・下膳な
どをします。
日週1回～（木・金・土曜日）
13:00～16:00
場戸越台在宅サービスセンター（戸越1）
●食事手伝い
高齢者施設で給食の準備などをします。
日週1回（火・水・金・土曜日）
10:00～13:00
場サニーデイサービス（西大井5）

●演芸ボランティア
高齢者施設で演芸披露をします。
日不定期　1時間程度（月～日曜日）
14:00～
場グループホームc

カ ル ナ

arna五反田
（西五反田3）
●音楽演奏ボランティア
高齢者施設で音楽演奏をします。
日月1回（月～土曜日）
14:00～15:00
場オハナ中延（中延4）
●リネン交換　ポ
高齢者施設でシーツや布団カバー
の交換をします。
日週1回（曜日は応相談）
9:30～11:30
場中延特別養護老人ホーム（中延6）

品川ボランティアセンター（☎5718－7172 
Fax5718－7170  shinashakyo.jp/volunteer/）

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス（☎5718－7173 Fax5718－7170

shinashakyo.jp/sawayaka/）

さわやかサービスは高齢者や障害者を対象とし
て、家事援助を中心に、区民相互の助け合いを支
援する有償のボランティア活動です。地域の助け
合い活動に参加しませんか。
内掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車
いすごと乗れる車両）の運転など

人18歳以上の方（福祉車両の運転は登録時69歳以下）
謝礼／1時間800円（交通費支給）
【協力会員募集説明会】
日3月23日㈮午後2時～3時
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ
※さわやかサービス窓口でも随時受付中。

ポ

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティ
アセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定
するボランティア活動1回につき、1ポイントを差
し上げています（年間50ポイント上限）。ためたポ
イントは区内共通商品券への交換か、福祉施設な
どに寄付ができます。事前にボランティアセンター
や対象施設などで申し込みが必要です。　

※登録者には「はつらつカード」を発行します。
人区内在住で、おおむね60歳以上の方
対象施設／区が指定する高齢者施設、障害者施設
など（さわやかサービス、ほっと・サロン、支え愛・
ほっとステーションでの活動も含まれます）
※詳しくはお問い合わせください。

登録期間／4月1日～31年3月31日
日場カラオケルーム歌広場　目黒店＝全日、五反田店＝月～金曜日（祝日を除く）
カラオケコート・ダジュール　大井町駅前・大井町東口・大森・目黒西口店＝全日
人区内在住の60歳以上で構成された5人以上のグループ
申問高齢者地域支援課（本庁舎3階）で配布する登録申込書を同課介護予防推進係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ郵送か持参　※受け付け後、登録カードを発行します。

日3月23日㈮午前10時～午後3時
内仕事の実演コーナー（包丁研ぎ、毛筆筆耕、英会話ほか）、体力測定、
無料カフェコーナー、バイオリン演奏（正午から）、マジックショー（午
後0時30分から）
場参当日、直接中小企業センター（西品川1－28－3）へ
問シルバー人材センター荏原支部（☎5751－3334 Fax5751－4821）

電子＝区ホームページから電子申請可　　●費用の記載のないものは無料　●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

第2回シルバー人材センター体験のつどい「いきいきカラオケ広場」利用グループ新規登録募集
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国民健康保険料の納付方法に関する
お知らせ
4月以降に発行される納付書は、従来の支
払い方法に加え、ペイジー、クレジットカー
ドで支払えるようになります。
○Pay-easy（ペイジー）によるお支払い
ペイジーに対応しているインターネットバ
ンキング、モバイルバンキング、ATMを
利用して支払うことができます。インター
ネットバンキング、モバイルバンキングで
支払う際は、あらかじめ金融機関での登録
が必要です。詳しくは金融機関のホーム
ページなどをご覧ください。
○クレジットカードによるお支払い
各種クレジットカード決済により支払うこ
とができます。詳しくは「Yahoo!公金支
払い」ホームページhttps://koukin.yahoo
.co.jp/をご覧ください。
●口座振替新規申し込みキャンペーン
（4月1日㈰～5月31日㈭）
キャンペーン期間中、国保医療年金課収納
係で口座振替を新規に申し込んだ方へ、先
着で粗品を差し上げます（なくなり次第終
了）。ぜひこの機会に口座振替をご検討く
ださい。
場問国保医療年金課収納係（本庁舎4階☎
5742－6678 Fax5742－6876）

荏原第四地区支え愛・ほっとステー
ション移転のお知らせ
荏原第四地区支え愛・ほっとステーション
は荏原第四地域センター内へ移転します。
支え愛・ほっとステーションでは、専門の
コーディネーターが常駐し、高齢者の方の
福祉の相談を受け付けています。
移転日／3月12日㈪
所在地／中延5－3－12
（荏原第四地域センター内）
電話番号／6426－2464（変更なし）
問福祉計画課地域包括ケア推進係
（☎5742－6914 Fax5742－6797）

国民健康保険医療費を通知します
　品川区国民健康保険の加入者へ、29年
7～12月に医療機関・柔道整復師（接骨師）
で受診した際の医療費・施術費の月額をお
知らせします。医療機関などから請求が
あった医療（施術）費のうち月額（10割）
が10,000円以上のものを対象とし、請求
が遅れている場合は除きます。なお、通知
は個人宛てに送ります（18歳到達後最初
の3月31日までは世帯主宛て）。
　この通知は皆さんの健康づくりに役立て
ていただくためにお送りしています。
問国保医療年金課給付係
（☎5742－6677 Fax5742－6876）

児童手当のお知らせ
現在児童手当を受給している方で、次にあ
てはまる場合は手続きが必要です。
●3月末日で公務員を退職する方、独立行
政法人や団体などに出向して公務員でな
くなる方
引き続き児童手当の受給を希望する場合
は、新たに品川区に申請が必要です。
●退職・出向した方は同月内の申請が必要
です。●月末に退職した方は退職日の翌日
から15日以内に申請すると退職月の翌月
分から支給されます。
●4月1日から公務員になる方
勤務先に申請してください。独立行政法人
や団体などに出向していた方が公務員にな
る場合も4月末日までに申請が必要です。
○「児童手当消滅届」を区へ提出してくだ
さい。詳しくはお問い合わせください。
問子ども家庭支援課児童手当係（本庁舎7
階☎5742－6721 Fax5742－6387）

区民プロデュース型講座・講演会を
開催する団体を募集します
広く区民を対象にした講座や講演会を企
画し開催していただきます。
テーマ／文化芸術、地域社会、青少年健
全育成、家庭教育、子育て支援など
※託児や手話通訳を付けて開催することも
できます。

内7月23日～31年2月28日に、①講座は1
回2時間以上で5～8回開催（委託料10～
20万円程度）、②講演会は1回2時間以上
で1～2回開催（委託料1～6万円程度）
人社会教育関係団体に登録して1年以上
（3月末現在）経過し、10人以上の会員で
構成する団体①5団体、②5団体（選考）
※受講者が毎回①は30人以上、②は70～
100人を見込めること。
申請書配布場所／文化観光課、文化セン
ター、こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－
9－11）　
※区ホームページからダウンロードもでき
ます。
申問4月13日㈮までに、申請書を文化観
光課へ持参
※3年連続でこの事業・自主グループ講師
派遣制度を利用した団体は対象外。

住まいづくりセミナー
日3月18日㈰午前10時～午後3時
内個別無料相談（リフォームや建て替え、
耐震改修など）、事例紹介、助成制度の紹
介
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
場参当日、直接スクエア荏原（荏原4－5
－28）へ
問住宅課住宅運営担当
（☎5742－6776 Fax5742－6963）

〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699
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　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 5/20㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 5/ 5㈷ 9:30～12:30

内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーションほか
人区内在住で初めての出産を控えた妊娠
22週以降のカップル24組（選考）
申4月10日㈫（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番号・
Eメールアドレス、出産予定日をポピンズ
品川区係（〠150－0012渋谷区広尾5－
6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページ⇒「子ども・教育」⇒「妊
娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒「二
人で子育て（両親学級）土日開催」から
も申し込めます（3月12日㈪受付開始）。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

　2回食からの離乳食レッスン　　 電子

日4月3日㈫・17日㈫・24日㈫
午前10時～11時30分（全3回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
人区内在住か在勤で、離乳食2回食以降
の乳児（初回日に7・8カ月）と保護者25
組（抽選）　
※保護者1人での参加も可。
※原則、お子さんをおぶっての参加。
運営／品川栄養士会
申問3月22日㈭（必着）までに、往復は
がきかFAXに「離乳食レッスン」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・
FAX番号、Eメールアドレス、お子さんの
氏名・月齢を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6692 
Fax5742－6351）へ

　不妊治療医療費助成が変わります

30年度から一般不妊治療医療費助成が
都の制度に準じたものに変わります。ま
た、特定不妊治療費助成を新たに開始し
ます。詳しくは区ホームページをご覧い
ただくかお問い合わせください。
●一般不妊治療医療費助成
人次の全てにあてはまる夫婦
・検査などの開始日から助成申請日まで
継続して法律上の婚姻をしている　・夫
婦のいずれか一方が、検査などの開始日
から申請日まで継続して品川区に住民登
録がある　・検査などの開始日における
妻の年齢が35歳以上43歳未満　・夫婦
ともに検査か治療を受けている　・申請
に係る検査などについて、ほかの自治体
などにおいて医療費助成を受けていない
か受ける予定がない
助成額／自己負担額（上限5万円）　
※検査などの開始から1年間の医療費が対象。
助成回数／1回
申請期限／検査などの開始日から1年以内
●特定不妊治療医療費助成
人次の全てにあてはまる夫婦
・都の特定不妊治療費助成事業の承認決
定を1年以内に受けている　・治療開始
時から区の助成申請日まで継続して法律
上の婚姻をしている　・夫婦のいずれか
一方が、区の助成の申請の日に品川区に
住民登録がある　・申請に係る治療につ
いて、ほかの自治体において医療費助成
を受けていない
助成額／都に申請をした額から都の助成
額を差し引いた額（治療ステージにより
上限5万円か2万5千円）
助成回数／都と同様（最大6回）
申請期限／都の承認決定の日から1年以内
問健康課保健衛生係
（☎5742－6745 Fax5742－6883）

　母乳相談

日4月4日㈬午後2時15分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体
操、グループワーク

人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申問電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 Fax5285－8080 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分で終了）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

3月11日㈰
3月18日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

3月11日㈰

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
 桑島歯科医院 上大崎 2 －15－16 ☎3446－2305
 まぶち歯科医院 旗の台 5 － 6 － 7 ☎3788－8211
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

3月18日㈰

 金城医院 西大井 4 － 2 － 5 ☎3772－1660
 おはらデンタルクリニック 南品川 2 － 5 － 7 ☎3471－1181
 西小山歯科クリニック 小　山 6 － 6 － 8 ☎3781－4664
 目黒整骨院 上大崎 2 －15－ 5 ☎3444－7796
 綱井接骨院 小　山 6 － 2 － 9 ☎3781－9330

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

3月17日㈯
 品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
 品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

※重病の方は119番をご利用ください。　※受付時間にご注意ください。

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月～金曜日／午後6時～午後11時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後11時
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お知らせ！
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講座・講演

第148回高齢者と介護者のための料理
教室「認知症 食事からのアプローチ」
日3月27日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人20人（先着）　¥ 600円
持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
申問3月20日㈫までに、電話で戸越台特別
養護老人ホーム（☎5750－1054 Fax5750
－1055）へ

催　し
2018品川区民「春のコンサート」
日5月19日㈯
午後6時30分開演（午後6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
曲目／伊福部昭：交響譚

た ん

詩、ジョン・ウィ
リアムス：“スターウォーズ”組曲、ラフ
マニノフ：交響的舞曲
指揮／田部井剛
演奏／品川区民管弦楽団
¥前売券500円、当日券700円（全席自由）
チケット販売／文化観光課、チケットセン
ターキュリア☎5479－4140ほか　
※当日券は午後5時30分から会場前入り口
で販売。
託児／1歳～就学前（公演日時点）のひと
り遊びのできるお子さん10人（先着）
※おやつ代100円。
○託児希望の方は、5月9日㈬（必着）ま
でに、はがきに「コンサートの託児」とし、
住所、氏名、電話番号、お子さんの氏名（ふ
りがな）・性別・月年齢を文化観光課文化
振興係へ。
問文化観光課文化振興係

ウオーキングを楽しみませんか
①目黒川桜ウオーキング
日3月30日㈮午前9時30分～午後0時30分
コース／五反田駅～目黒雅叙園百段階段
見学・猫都の国宝展（予定）～目黒川合流
点遊び場（中目黒駅徒歩3分）　
※約5km。
②しながわ水辺の花めぐりウオーク
日4月7日㈯午前9時30分～午後0時30分
コース／立会川駅～龍馬像・浜川砲台～し
ながわ花海道～八潮・しおじ公園～大井ふ
頭中央海浜公園さくら広場～大井競馬場
前駅～（モノレール）～天王洲アイル駅～東
品川海上公園　
※約5km。
※東京モノレールの運賃は自己負担。
―――――――――　共通　―――――――――
人高校生以上の方①20人②40人（抽選）
申3月20日㈫（必着）までに、往復はがき
に「桜ウオーキング」か「花めぐり」とし、
人数（4人まで）、参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号をしながわ観光協会（〠
140－0014大井1－14－1）へ　
※ www.sinakan.jp/eventappからも
申し込めます。
問しながわ観光協会
（☎5743－7642 Fax5743－7643）
文化観光課観光推進係
（☎5742－6913 Fax5742－6893）

第261回日曜コンサート
日3月18日㈰午後1時30分～3時
曲目／ドヴォルジャーク：ピアノ三重奏曲
第4番ホ短調『ドゥムキー』ほか
出演／品川クラシック音楽協会
場・観覧方法・問当日、直接中小企業セ
ンター3階レクホール（西品川1－28－3☎
3787－3041 Fax3787－7961）へ

交通安全区民のつどい
「やさしさが 走るこの街 この道路」
春の全国交通安全運動に先駆け、交通安
全区民のつどいを開催します。
日4月3日㈫午後1時～3時
場きゅりあん（大井町駅前）
内式典、交通安全教室、警視庁音楽隊・
大崎大正琴の会による演奏など
人1,000人　※各警察署で配布する入場整
理券が必要です。
主催／品川・大井・大崎・荏原警察署、各
交通安全協会
申電話で、
品川警察署交通総務係☎3450－0110
大井警察署交通総務係☎3778－0110
大崎警察署交通総務係☎3494－0110
荏原警察署交通総務係☎3781－0110へ

問土木管理課交通安全係
（☎5742－6615 Fax5742－6887）

品川清掃工場　個人見学会
日3月24日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオなどによる説明と施設見学
人50人（先着）
場申問3月22日㈭午後3時までに、電話で
品川清掃工場（八潮1－4－1☎3799－
5361 Fax3799－5005）へ
○聴覚障害などがある方は、専用のFAX
送信票により受け付けます。送信票は
www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/
kengaku/index.htmlからダウンロードで
きます。

税税のたより
問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371
　国税庁ホームページ www.nta.go.jp/

◎29年分所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告と納付の期限は3月15
日㈭です。
◎29年分個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納付の期限は4月2日
㈪です。
◎税務署の確定申告書作成会場はこの時期大変混雑しますので、国税庁ホー
ムページの「確定申告書等作成コーナー」をぜひご利用ください。所得税
及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の申告書や青色申告決算書な
どが作成でき、e-Taxによりインターネットで送信・印刷して郵送などで提
出することもできます。

　初心者対象スケートボード教室
日3月24日㈯午後1時～3時　※雨天中止。
場八潮北公園スケートボード場（八潮1－3－1）
人20人（先着）　※小学生以下のお子さんは保護者同伴。
持ち物／ヘルメット、スケートボード、住所・氏名・生年月日が確認できるもの（健
康保険証、学生証など）
申問月～金曜日の午前9時～午後5時に、電話で八潮北公園管理事務所（☎・
Fax3790－2550）へ

　障害者スポーツフリー利用

会場 日時 費用（保険料）
総合体育館 4月～31年3月の第2土曜日（全11回） 330円
戸越体育館 4～9月の第4土曜日（全4回） 120円

※時間は午前9時30分～11時30分
内軽スポーツなど
人自分で身の回りのことができ、会場まで通える小学3年生以上の方
参初回に、費用を持って会場へ　
問スポーツ協会

　第68回品川区民スポーツ大会（春季）

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

空手道 4/8
㈰

総合
体育館 3/22㈭

500円
小中高生　300円

○組手の部（一般男子5級以上）
○型の部（1部・2部）　
○鍛眼法の部（1部・2部）
※組手の部は連盟登録者およびス
ポーツ保険加入者のみ

卓球 4/15
㈰

戸越
体育館 4/3㈫

一般・壮年 500円
中高生　   300円

○初級の部（男女区別なし）　
○中学男子・女子　
○高校男子・女子　
○一般男子・女子　
○壮年A男子・女子（45歳以上）　
○壮年B男子・女子（60歳以上）　
○壮年C男子・女子（70歳以上）
※全種目シングルストーナメント戦

弓道 4/22
㈰

東品川
弓道場＊ 4/5㈭ 500円

中高生　   300円
○一般・学生の部
※四ツ矢3回（12射）

＊東品川弓道場（東品川3－14－9）
申問費用を持ってスポーツ協会へ（3月19日㈪を除く）

レッツ スポーツ

宮古市・富岡町を指定して集められた義援金は、引き続き受け付けますので総務課・
福祉計画課（☎5742－6914 Fax5742－6797）までお問い合わせください。

東日本大震災の被災地への義援金
義援金総額（2月27日現在）263,110,401円
2月27日現在、262,063,520円を岩手県宮古市（121,950,000円）・福島県富
岡町（121,950,000円）・宮城県（10,500,000円）・日本赤十字社（7,663,520
円）へ届けました。ご支援・ご協力ありがとうございます。
問総務課（☎5742－6625 Fax3774－6356）

こんなときには 届け出に必要なもの
は
い
る
と
き

品川区に転入したとき （転出証明書）
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 親の国民健康保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

や
め
る
と
き

品川区を転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証
亡くなったとき
（葬祭費の申請は、国保医療年金課の
みで受け付けします）

保険証、喪主の金融機関の預金通帳、
印鑑、喪主の氏名を確認できるもの
（会葬御礼のはがきか葬儀社の領収証）

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

区内で転居、氏名が変わったとき 世帯全員の保険証
（差し替え交付）世帯主が変更、世帯が合併・分離したとき

保険証をなくしたとき・保険証が破れ
たとき 本人確認できるもの

●すべての手続きに通知カードかマイナンバーカード（個人番号カード）が必要となります
◉保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認ができるもの」をお持ちください。〔①運転
免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・マイナンバーカードのうち１点、
または②郵便物・診察券・預金通帳（キャッシュカード）･年金手帳･公共料金の領収
証のうち３点〕。　
◉外国人の方が加入する場合には、在留資格･在留期間に一定の要件があります。詳し
くはお問い合わせください。　
◉職場の健康保険に加入したときは、必ず脱退の届け出をしてください。　
◉退職を予定している方は、健康保険任意継続の制度もあります。詳しくは勤務先の
担当者におたずねください。
◉70～74歳の方は高齢受給者証も持参してください。

こんなときには国民健康保険の
届け出をお忘れなく

問国保医療年金課資格係（☎5742－6676 Fax5742－6876）
国保に加入するときや、やめるときは14日以内に届け出が必要です。国保医療年
金課（本庁舎４階）、品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮
の各地域センターで手続きをしてください。保険料は資格取得日からかかります。
加入の届け出が遅れると、さかのぼって保険料が請求されます。ただし、届け出前
の医療費は全額自己負担となります。



● ご当地ナンバープレートの交付が始まります
● しながわみやげ紹介
● シルバー大学

古紙配合率80％再生紙を使用しています
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品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

1月17日㈬、大井保育園で初 を開催。初 は新しい
年を迎えて最初に行う茶道の茶会のことで、園長の石
井先生が作

さ む え

務衣姿でお茶をたてて園児をおもてなし。
5歳児クラスの24人がお茶会の席を楽しみました。

1月13日㈯・14日㈰、きゅりあんで幼稚園・保育園の
年長児による合唱発表会「平成29年度 こどもアート
フェスタ  こどもおんがくかい」を開催。およそ1,500
人の園児が、地区ごとに様々な曲を披露しました。

大井保育園で初釜

2月3日㈯、八潮学園が開校10周年を迎え記念式典を
開催。各学年の代表が登壇して学園に対する思いや感
謝の気持ちを発表し、記念合唱「ふるさと」「ひろい
世界へ」を披露。最後は全員で校歌を斉唱しました。

八潮学園
開校10周年

こどもアートフェスタ
こどもおんがくかい

1月26日㈮、スクエア荏原でパラリンピック啓発講演
会として大前光市ダンス＆トークショーを開催。アー
ティスト集団A

ア ル フ ァ ク ト

lphactとともにダンスパフォーマンス
を披露するなど、会場は大いににぎわいました。

義足ダンサー大前光市
ダンス＆トークショー

1月24日㈬、きゅりあんで品川区赤十字奉仕団結成60
周年記念大会を開催。式典では、179人の協賛委員と
6つの町会・自治会に対して、赤十字奉仕団委員長を
務める濱野区長から表彰状・感謝状が贈呈されました。

品川区赤十字奉仕団
結成60周年記念大会

しながわ
写真ニュース

区ホームページでも、
品川区内の最近の出
来事をお知らせして
います。

品川区民芸術祭2018
しながわアマチュアステージ
出演団体の代表者で構成する運営委員会が企画・運営する区民
の手作りイベントです。日頃の練習成果を披露しませんか。

部門 日時 募集数

①芸能  花舞台（日本舞踊・新舞踊など芸能一般） 9月9日㈰
午後1時30分から

個人＝5人
団体＝16団体

②ライブサーカス（バンド・ハワイアン・ゴスペル・
ハーモニカなどでマイクを使用する演奏と和太鼓）

9月22日㈯
午後1時30分から 15団体

③ダンスフェスティバル（高校生以上の大人のグ
ループによるダンス）

10月8日㈷
午後1時30分から 17団体

④心あったかコンサート（クラシック・声楽・ピア
ノなどのアコースティックコンサート）
※電子楽器・マイクの使用は不可

11月4日㈰
午後1時30分から

個人＝4人
団体＝15団体

⑤邦楽の調べ（箏
そ う

、尺八、三味線など伝統楽器の演
奏と小唄や謡曲）

11月17日㈯
午後1時30分から

個人＝4人
団体＝15団体

⑥子どもフェスティバル（中学生以下の子どもたち
のグループによるダンス）

11月25日㈰
午後1時30分から 15団体

※運営委員会は4・5回、1回2時間程度、平日夜間。
会場／①③⑥きゅりあん（大井町駅前）、②五反田文化センター（西五反田6－5－1）、④⑤スクエ
ア荏原（荏原4－5－28）
対象／文化芸術活動を行っている区民で構成するアマチュアグループ（抽選）
※個人は団体より出演時間が短くなります。
申込方法・問い合わせ／4月6日㈮（必着）までに、往復はがきに「しながわアマチュアステージ」
とし、部門、団体名、出演人数、演目・内容、活動場所、代表者・指導者氏名、連絡先の住所・氏名・
電話番号を文化観光課文化振興係（〠140－8715品川区役所☎5742－6836 Fax5742－6893）へ
※個人名・団体名・代表者名を変えての重複申し込みは無効です。　
※部門ごとに1指導者1団体までです。　
※1人が複数の部門・団体に出演することはできません。　
※1人が個人と団体の両方に出演することはできません。　
○4月19日㈭午後7時から中小企業センター（西品川1－28－3）で行う出演者全体説明会・第1回運
営委員会に必ず出席してください。

ジ
民

募集募集数

出演者
募集

美輪明宏
ロマンティック
音楽会
～郷愁  ノスタルジア～

美輪明宏の手によって創出された魅惑的なステージとトークへ
の誘

いざな

い。クラシック、シャンソン、タンゴ、ラテン、ジャズな
どジャンルを超えた幅広い音楽の世界をお楽しみください。
日時／6月16日㈯午後5時30分開演（午後5時開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）　
料金／6,500円（全席指定）
販売開始／3月16日㈮
窓口販売  午前9時から＝きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセ
ンター、午前10時から＝O美術館（初日のみ午前9時から）・しな
がわ観光協会　電話予約  午前9時から（初日のみ午前10時から）
＝チケットセンターキュリア　インターネット予約  午前9時から
＝ www.shinagawa-culture.or.jp/　※発売初日は1人4枚まで。

※電話予約では座席の選択はできません。　※未就学児入場不可。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA　（☎5479－4140 Fax5479－4160）

ⓒ御堂義乘

Jアラートの全国一斉情報伝達訓練
大規模災害や武力攻撃事態が発生した際に、国（消防庁）が緊急情報を伝
達する「Jアラート（全国瞬時警報システム）」の全国一斉情報伝達訓練を
実施します。区内の防災行政無線スピーカーから放送が流れます。
放送予定内容／チャイム－「これは、Jアラートのテストです」（3回繰り
返し）－「こちらは、品川区役所です」－チャイム
※緊急情報発信ダイヤル☎3777－2292で放送と同じ内容を音声で聞くこ
とができます。
問い合わせ／防災課防災安全担当（☎5742－6697 Fax3777－1181）

3月14日㈬
午前11時頃




